
合併・分割・事業譲渡等の場合における申請種別等のたたき台

申請種別 必要書類　 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類

新設合併
有資格のA社とB社が合併し、C社を新設する場
合（Ａ社、Ｂ社が消滅会社となる場合）

A社、B社、C社 A社、B社
C社の新規申請
A・B社の取消申請

C社の新規申請
A・B社は資格の取消届

C社の新規申請
A・B社は廃業届

通常の新規申請の書類
C社の新規申請
A・B社は抹消届

通常の新規申請の書類
C社の随時申請（新規）
A・B社は取消申請

通常の新規申請の書類
入札参加資格承継審査申請書
営業の一切が移転したことを示す
書類（例：履歴事項全部証明書、事
業分割や吸収合併等に係る契約
書、株主総会の議事録等（以下、同
様））

吸収合併①
無資格のA社が有資格のB社を吸収合併して新た
に資格を取る場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 B社
A社の新規申請
B社の取消申請

A社の新規申請
B社は資格の取消届

A社の新規申請
B社は廃業届

通常の新規申請の書類
A社の新規申請
B社は抹消届

通常の新規申請の書類
A社の随時申請（新規）
B社は取消申請

通常の新規申請の書類
入札参加資格承継審査申請書
営業の一切が移転したことを示す
書類

吸収合併②
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併して、A
社の等級に変動がある場合（B社は消滅会社とな
る場合）

A社、B社 A社、B社
A社の変更申請
B社の取消申請

A社の更新申請
B社は資格の取消届

A社は申請不要
B社は廃業届

ー
A社は申請不要
B社は抹消届

ー
A社は申請不要
B社は取消申請

ー

吸収合併③
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併しても、
等級の変動がなく、住所・商号又は名称等に変更
がある場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 A社、B社
A社の変更申請
B社の取消申請

A社の変更申請
B社は資格の取消届

①申請者の登記事項証明書【写】
②資格審査結果通知書【写】（申請者が有
資格者である場合）
③委任状（代理人申請時）

A社の変更申請
B社の廃業届

履歴事項全部証明書【写】
A社の変更申請
B社の抹消届

登記事項証明書（発行後3ヶ月以内）
写し可
委任状（様式第5号）（取引に係る権限
を営業所長等に委任している場合は必
要）

A社の変更申請
B社の取消申請

通常の変更申請の書類

吸収合併④
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併しても、
等級の変動がなく、住所・商号又は名称等に変更
がない場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 A社、B社
A社は申請不要
B社の取消申請

ー
A社は申請不要
B社は資格の取消届

ー
A社は申請不要
B社は廃業届

ー
A社は申請不要
B社は抹消届

ー
A社は申請不要
B社は取消申請

ー

新設分割
無資格のD社がE社とF社に新設分割され、新設
するE社にD社の一部事業が引き継がれる場合

E社 ー E社の新規申請

〇　新規申請時の必要書類
〇　分割契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・分割手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・分割手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している分割前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

E社の新規申請 E社の新規申請 通常の新規申請の書類 E社の新規申請 通常の新規申請の書類 E社の随時申請（新規）

通常の新規申請の書類
入札参加資格承継審査申請書及び
営業の一切が移転したことを示す
書類

新設分割又は
吸収分割

有資格のD社がE社とF社の２社に新設分割又は
吸収分割され（D社は分割後も存続）、D社の等級
に変動がある場合

D社 D社 D社の変更申請 D社の更新申請 D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー

吸収分割①
無資格のD社が有資格のE社とF社に吸収分割さ
れ、E社にD社の事業が引き継がれ、E社の等級に
変動がある場合

E社 E社 E社の変更申請 E社の更新申請 E社は申請不要 ー E社は申請不要 ー E社は申請不要 ー

吸収分割②
有資格のD社がE社とF社に分割され（D社は分割
後も存続）、Ｄ社の等級は変わらないが、住所・商
号又は名称等に変更がある場合。

D社 D社 D社の変更申請 D社の変更申請

①申請者の登記事項証明書【写】
②資格審査結果通知書【写】（分社に関係
する会社が有資格者である場合）
③委任状（代理人申請時）

D社の変更申請 履歴事項全部証明書【写】 D社の変更申請

登記事項証明書（発行後3ヶ月以内）
写し可
委任状（様式第5号）（取引に係る権限
を営業所長等に委任している場合は必
要）

D社の変更申請 通常の変更申請の書類

吸収分割③
有資格のD社がE社とF社に分割され（D社は分割
後も存続）、D社の等級は変わらず、住所・商号又
は名称等にも変更がない場合

ー D社 D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー

①申請者の登記事項証明書【写】
②申請者の納税証明書（その３の３）【写】
③資格審査結果通知書【写】（申請者が有
資格者である場合）
④合併直前確定決算の合併に関係する
複数社分の財務諸表（１年分）
⑤合併時別紙明細表
（記載内容）
＜新設合併の場合＞
・新設会社の払込資本金
・消滅会社①の純資産合計ー資本金
・消滅会社②の純資産合計ー資本金
・新設会社の自己資本額の合計（上記３
つの合計）
＜吸収合併の場合＞
・存続会社（合併前）の払込資本金
・存続会社（合併後）の払込資本金
・存続会社（合併前）の純資産の合計
・消滅会社の自己資本合計ー資本金
・存続会社（合併後）の自己資本額の合計
※
※ 「存続会社の合併後自己資本額」　＝
「存続会社の純資産の合計」＋「消滅会社
の自己資本合計ー資本金」
⑥合併契約書や定款等
⑦委任状（代理人申請時）

①申請者の登記事項証明書【写】
②分社後の複数社分の納税証明書（その
３の３）【写】
③資格審査結果通知書【写】（分社に関係
する会社が有資格者である場合）
④申請者の分社直前確定決算の財務諸
表（１年分）
⑤分割契約書又は分割計画書
⑥委任状（代理人申請時）

分割

〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書
〇　分割契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・分割手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・分割手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している分割前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

合併

○　新規申請時の必要書類（共通必要書類である「履歴事項全部証明書」、選択必
要書類である「納税証明書」等を含む。以下同じ。）

○　合併契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・合併手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・合併手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している合併前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。
〇　合併時別紙明細表（以下同じ。）
　（記載内容）
＜新設合併の場合＞
・新設会社の払込資本金
・消滅会社①の純資産合計ー資本金
・消滅会社②の純資産合計ー資本金
・新設会社の自己資本額の合計（上記３つの合計）
＜吸収合併の場合＞
・存続会社（合併前）の払込資本金
・存続会社（合併後）の払込資本金
・存続会社（合併前）の純資産の合計
・消滅会社の自己資本合計ー資本金
・存続会社（合併後）の自己資本額の合計※
※ 「存続会社の合併後自己資本額」　＝　「存続会社の純資産の合計」＋「消滅会社
の自己資本合計ー資本金」

〇　変更申請時の必要書類（地方公共団体が選択変更申請項目として設定してい
る申請項目に対応する書類。以下同じ。）
〇　履歴事項全部証明書
〇　合併契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・合併手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・合併手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している合併前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。
〇　合併時別紙明細表

国（全省庁統一資格） 愛知県（格付なし） 滋賀県（格付なし） 千葉市（格付なし）

申請事由 事由の例 申請者
申請前の
有資格者

たたき台

別紙２－１

※申請事由、事由の例、申請者、申請前の有資格者、国の申請種別・必要書類については、国の物品・役務等の統一資格に係る「申請書記入要項」（令和３年11月版）を参考

に作成

※たたき台の必要書類については、取消申請時以外の必要書類を記載している。（取消申請時の必要書類については、別紙３－１で検討）

※営業所に入札・契約権限を委任しており、委任状の記載内容に変更が生じる場合は、「委任状（入札・契約等に関する権限の委任）」についても提出が必要

※代理人（行政書士）に申請を依頼する場合は、「委任状（行政書士への申請の委任）」についても提出が必要
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申請種別 必要書類　 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類

国（全省庁統一資格） 愛知県（格付なし） 滋賀県（格付なし） 千葉市（格付なし）

申請事由 事由の例 申請者
申請前の
有資格者

たたき台

事業譲渡①
無資格のG社の事業が無資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社が新規に資格取得する場合

H社 ー H社の新規申請

〇　新規申請時の必要書類
〇　事業譲渡契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・事業譲渡手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・事業譲渡手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している事業
譲渡前の関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

H社の新規申請 H社の新規申請 通常の新規申請の書類 H社の新規申請 通常の新規申請の書類 H社の随時申請（新規）

通常の新規申請の書類
入札参加資格承継審査申請書
営業の一切が移転したことを示す
書類

事業譲渡②
無資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級が変わる場合

H社 H社 H社の変更申請 H社の更新申請 H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー

事業譲渡③
有資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級は変わらず、住所・商号又は名称
等に変更がある場合

H社 G社、H社 H社の変更申請 H社の変更申請

①申請者の登記事項証明書【写】
②資格審査結果通知書【写】（事業譲渡に
関係する会社が有資格者である場合）
③委任状（代理人申請時）

H社の変更申請 履歴事項全部証明書【写】 H社の変更申請

登記事項証明書（発行後3ヶ月以内）
写し可
委任状（様式第5号）（取引に係る権限
を営業所長等に委任している場合は必
要）

H社の変更申請 H社は通常の変更申請の書類

事業譲渡④
有資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級は変わらず、住所・商号又は名称
等にも変更がない場合

ー G社、H社 H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー H社は変更不要 ー

有資格の個人事業主Ｋ商店が法人化し、J社とな
る場合（個人の代表者と法人成りした代表者が同
じ場合のみ対象）

J社、K商店 K商店
J社の新規申請
K商店の取消申請

〇　新規申請時の必要書類
J社の更新申請
（業者コードを引き継ぐ更新申請
となる）

①申請者の登記事項証明書【写】
②申請者の納税証明書（その３の３【写】
及び個人事業主の納税証明書（その３の
２）【写】
③個人事業主の財務諸表（１年分）
（所得税青色申告決算書、又は所得税確
定申告書B票）
④委任状（代理人申請時）

J社の新規申請
K商店の廃業届

通常の新規申請の書類
J社の新規申請
K商店の抹消届

通常の新規申請の書類
J社の随時申請（新規）
K商店の取消申請

通常の新規申請の書類
入札参加資格承継審査申請書
営業の一切が移転したことを示す
書類

有資格のM社が個人事業主L商店となる場合 M社、L商店 M社
L商店の新規申請
M社の取消申請

〇　新規申請時の必要書類
L商店の新規申請
M社の資格の取消届

通常の新規申請の書類
L商店の新規申請
M社の廃業届

通常の新規申請の書類
L商店の新規申請
M社の抹消届

通常の新規申請の書類
L商店の随時申請（新規）
M社の取消申請

通常の新規申請の書類

有資格のＯ社の法人格が変わる際に、住所、商号
又は名称、代表者氏名、競争参加を希望する地
域・営業所、希望する資格の種類（営業品目）以外
に変動がある場合

O社 O社

＜法人番号が変わる場合＞
　新法人O社の新規申請
　旧法人O社の取消申請

＜法人番号が変わらない場合＞
　O社の変更申請

＜法人番号が変わる場合＞
〇　新規申請時の必要書類
　
＜法人番号が変わらない場合＞
〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書

O社の更新申請 通常の更新申請の書類

＜法人番号が変わる場合＞
　新法人O社の新規申請
　旧法人O社の廃業届
＜法人番号が変わらない場合＞
　O社の変更申請

＜法人番号が変わる場合＞
　通常の新規申請の書類
＜法人番号が変わらない場合＞
　履歴事項全部証明書【写】

＜法人番号が変わる場合＞
　新法人O社の新規申請
　旧法人O社の廃業届
＜法人番号が変わらない場合＞
　O社の変更申請

＜法人番号が変わる場合＞
　通常の新規申請の書類
＜法人番号が変わらない場合＞
　登記事項証明書（発行後3ヶ月以内）
写し可
　委任状（様式第5号）（取引に係る権
限を営業所長等に委任している場合は
必要）

＜有限会社→株式会社＞
O社の変更申請
＜それ以外＞
新法人O社の随時申請（新
規）
旧法人O社の取消申請

＜有限会社→株式会社＞
通常の変更申請の書類
＜それ以外＞
通常の新規申請の書類

①申請者の登記事項証明書【写】
②申請者の納税証明書（その３の３）【写】
③資格審査結果通知書【写】（事業譲渡に
関係する会社が有資格者である場合）
④申請者の事業譲渡前確定決算の財務
諸表（１年分）
⑤事業譲渡契約書
⑥委任状（代理人申請時）

個人事業主が法人化する場
合（個人→法人）

法人が個人事業化する場合
（法人→個人）

その他の法人格の変動（①
公益法人⇔株式会社、②組
合⇔株式会社、③公益社団
法人⇔組合等）

事業譲渡

〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書
〇　事業譲渡契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・事業譲渡手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・事業譲渡手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している事業
譲渡前の関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。
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合併・分割・事業譲渡等の場合における申請種別等のたたき台

申請種別 必要書類　

新設合併
有資格のA社とB社が合併し、C社を新設する場
合（Ａ社、Ｂ社が消滅会社となる場合）

A社、B社、C社 A社、B社
C社の新規申請
A・B社の取消申請

吸収合併①
無資格のA社が有資格のB社を吸収合併して新た
に資格を取る場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 B社
A社の新規申請
B社の取消申請

吸収合併②
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併して、A
社の等級に変動がある場合（B社は消滅会社とな
る場合）

A社、B社 A社、B社
A社の変更申請
B社の取消申請

吸収合併③
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併しても、
等級の変動がなく、住所・商号又は名称等に変更
がある場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 A社、B社
A社の変更申請
B社の取消申請

吸収合併④
有資格のA社が有資格のB社を吸収合併しても、
等級の変動がなく、住所・商号又は名称等に変更
がない場合（B社は消滅会社となる場合）

A社、B社 A社、B社
A社は申請不要
B社の取消申請

ー

新設分割
無資格のD社がE社とF社に新設分割され、新設
するE社にD社の一部事業が引き継がれる場合

E社 ー E社の新規申請

〇　新規申請時の必要書類
〇　分割契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・分割手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・分割手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している分割前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

新設分割又は
吸収分割

有資格のD社がE社とF社の２社に新設分割又は
吸収分割され（D社は分割後も存続）、D社の等級
に変動がある場合

D社 D社 D社の変更申請

吸収分割①
無資格のD社が有資格のE社とF社に吸収分割さ
れ、E社にD社の事業が引き継がれ、E社の等級に
変動がある場合

E社 E社 E社の変更申請

吸収分割②
有資格のD社がE社とF社に分割され（D社は分割
後も存続）、Ｄ社の等級は変わらないが、住所・商
号又は名称等に変更がある場合。

D社 D社 D社の変更申請

吸収分割③
有資格のD社がE社とF社に分割され（D社は分割
後も存続）、D社の等級は変わらず、住所・商号又
は名称等にも変更がない場合

ー D社 D社は申請不要 ー

分割

〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書
〇　分割契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・分割手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・分割手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している分割前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

合併

○　新規申請時の必要書類（共通必要書類である「履歴事項全部証明書」、選択必
要書類である「納税証明書」等を含む。以下同じ。）

○　合併契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・合併手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・合併手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している合併前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。
〇　合併時別紙明細表（以下同じ。）
　（記載内容）
＜新設合併の場合＞
・新設会社の払込資本金
・消滅会社①の純資産合計ー資本金
・消滅会社②の純資産合計ー資本金
・新設会社の自己資本額の合計（上記３つの合計）
＜吸収合併の場合＞
・存続会社（合併前）の払込資本金
・存続会社（合併後）の払込資本金
・存続会社（合併前）の純資産の合計
・消滅会社の自己資本合計ー資本金
・存続会社（合併後）の自己資本額の合計※
※ 「存続会社の合併後自己資本額」　＝　「存続会社の純資産の合計」＋「消滅会社
の自己資本合計ー資本金」

〇　変更申請時の必要書類（地方公共団体が選択変更申請項目として設定してい
る申請項目に対応する書類。以下同じ。）
〇　履歴事項全部証明書
〇　合併契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・合併手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・合併手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している合併前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。
〇　合併時別紙明細表

申請事由 事由の例 申請者
申請前の
有資格者

たたき台

※申請事由、事由の例、申請者、申請前の有資格者、国の申請種別・必要書類については、国の物品・役務等の統一資格に係る「申請書記入要項」（令和３年11月版）を参考

に作成

※たたき台の必要書類については、取消申請時以外の必要書類を記載している。（取消申請時の必要書類については、別紙３－１で検討）

※営業所に入札・契約権限を委任しており、委任状の記載内容に変更が生じる場合は、「委任状（入札・契約等に関する権限の委任）」についても提出が必要

※代理人（行政書士）に申請を依頼する場合は、「委任状（行政書士への申請の委任）」についても提出が必要

申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類

C社の新規申請
A・B社は申請不要

物品の買入れ等競争入札参加資格審
査申請書
登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）(写）
印鑑証明書
合併契約書（写）
その他新規申請に伴う書類一式

C社の新規申請
A・B社は取消申請

C社の新規申請
A・B社は廃業届

通常の新規申請の書類
合併契約書の写し

C社の変更申請【組織変更等】

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
合併契約書（写）
株主総会議事録（写）
新規申請に伴う書類一式

A社の新規申請
B社は申請不要

物品の買入れ等競争入札参加資格審
査申請書
登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）(写）
印鑑証明書
合併契約書（写）
その他新規申請に伴う書類一式

A社の新規申請
B社は取消申請

A社の新規申請
B社は廃業届

通常の新規申請の書類
合併契約書の写し

A社の変更申請【組織変更等】

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
合併契約書（写）
株主総会議事録（写）
新規申請に伴う書類一式

A社の変更申請 又は
B社の変更申請（取消）

競争入札参加資格審査申請書変更届
合併契約書（写）
登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）(写）

A社の変更・継続申請
B社は取消申請

＜変更申請＞
通常の変更申請の書類
企業再編等現況届
＜継続申請＞
企業再編等現況届
履歴事項全部証明書 〔正本〕
財務諸表
　　・企業再編後手続きが終了している決算が
ある場合は当該決算にかかるもの。
　・企業再編後手続きが終了している決算がな
い場合は、手続きが終了している企業再編前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかる
もの。
納税証明書〔正本〕又は電子納税証明書（PDF
形式）を印刷したもの
合併契約書〔写し〕

A社は申請不要
B社は廃業届

ー A社の変更申請【組織変更等】

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
合併契約書（写）
株主総会議事録（写）
登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）

A社の変更申請又は
B社の変更申請（取消）

A社は通常の変更申請の書類
A社の変更申請
B社の取消申請

通常の変更申請の書類
企業再編等現況届

A社の変更申請
B社の廃業届

通常の変更申請の書類 A社の変更申請【組織変更等】

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
合併契約書（写）
株主総会議事録（写）
登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）

A社の変更申請又は
B社の変更申請（取消）

競争入札参加資格審査申請書変更届
合併契約書（写）
登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）(写）

A社は申請不要
B社は取消申請

ー
A社は申請不要
B社は廃業届

ー A社の変更申請【組織変更等】

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
合併契約書（写）
株主総会議事録（写）
登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）

ー

E社は申請不要
D社、E社、F社全てが資格
者でない場合は、変更が生
じても新たに資格者とは
ならないため申請不要

ー E社の新規申請 E社の新規申請
通常の新規申請の書類
分割契約書の写し

定期審査又は中間審査でのみ受付
（変更申請では受付しない）

入札参加資格審査申請内容変更申
請書【組織変更等】
分割契約書（写）
株主総会議事録（写）
新規申請に伴う書類一式

D社は申請不要 ー D社の継続申請 D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー

E社は申請不要 ー E社の継続申請 E社は申請不要 ー E社は申請不要 ー

D社の変更申請

①競争入札参加資格審査申請書変更
届
②分割契約書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）
④商号・住所・印鑑に変更が生じる場
合は印鑑証明書

D社の変更申請
通常の変更申請の書類
企業再編等現況届

D社の変更申請
通常の変更申請の書類
吸収分割契約書や分割契約書等の
写し

D社の変更申請【本社（店）情報】

①使用印鑑届
②印鑑証明書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部
証明書）（写）

D社の変更申請
（D社が持つ資格に関連す
る業務がE・F社に分割さ
れる場合）

①競争入札参加資格審査申請書変更
届
②分割契約書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）
④商号・住所・印鑑に変更が生じる場
合は印鑑証明書

D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー D社は申請不要 ー ー

＜新規申請・継続申請の場合＞
企業再編等現況届
履歴事項全部証明書 〔正本〕
財務諸表
　・企業再編後手続きが終了している決算があ
る場合は当該決算にかかるもの。
　・企業再編後手続きが終了している決算がな
い場合は、手続きが終了している企業再編前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかる
もの。
納税証明書〔正本〕又は電子納税証明書（PDF
形式）を印刷したもの
分割契約書〔写し〕
分割内容（比率、対象業務等）を証明するもの

「新設分割又は吸収分割」、「吸収分割①」及び「吸収分割②」の
場合、構成員の多くは、「納税証明書」を求めていないところ、
「納税証明書」（町田市が設定）を求める必要性についてどのよ
うに考えるか。

格付の有無や格付の方法・公表の方法は、地方公共団体ごとに
異なることから、分割後に等級の変動があるかどうかは、事業
者にとって、必ずしも明らかでないものと考えられる。これを踏
まえ、等級の変動の有無に関わらず、変更申請が必要な項目に
変更が生じた場合には、格付に関する項目・必要書類（財務諸表
等）を含めて、変更申請を求めることとすることが考えられる
か。
　※この場合、事由の例については、等級の変動の有無を区別
しないものへと再構成するか。

「分割契約書」、「株主総会議事録」（山梨県市町村総合事務組合
が設定）、「分割内容（比率・対象業務）を証明するもの」（町田市
が設定）は、いずれも提出が必要か。「分割契約書」のみで足り
るか。

粕屋町（格付なし） 山梨県市町村総合事務組合（格付なし）

備考・論点

企業再編等現況届
履歴事項全部証明書 〔正本〕
財務諸表
　　・企業再編後手続きが終了している決算が
ある場合は当該決算にかかるもの。
　・企業再編後手続きが終了している決算がな
い場合は、手続きが終了している企業再編前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかる
もの。
納税証明書〔正本〕又は電子納税証明書（PDF
形式）を印刷したもの
合併契約書〔写し〕

「吸収合併②」の場合、構成員の多くは「納税証明書」を求めて
いないところ、「納税証明書」（町田市が設定）を求める必要性に
ついてどのように考えるか。

格付の有無や格付の方法・公表の方法は、地方公共団体ごとに
異なることから、合併後に等級の変動があるかどうかは、事業
者にとって、必ずしも明らかでないものと考えられる。これを踏
まえ、等級の変動の有無に関わらず、変更申請が必要な項目に
変更が生じた場合には、格付に関する項目・必要書類（財務諸表
等）を含めて、変更申請を求めることとすることが考えられる
か。
　※この場合、事由の例については、等級の変動の有無を区別
しないものへと再構成するか。

「合併時別紙明細表」（国が設定）については、合併による自己
資本額の変動を明らかにし、合併後の自己資本額の合計の審査
を容易にするために提出を求めているところ、この必要性につ
いてどのように考えるか。

「合併契約書」と「株主総会議事録」（山梨県市町村総合事務組
合が設定）はどちらも提出が必要か。「合併契約書」のみで足り
るか。

盛岡市 町田市
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申請種別 必要書類　
申請事由 事由の例 申請者

申請前の
有資格者

たたき台

事業譲渡①
無資格のG社の事業が無資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社が新規に資格取得する場合

H社 ー H社の新規申請

〇　新規申請時の必要書類
〇　事業譲渡契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が財務諸表（選択必要書類）の提出を求めている場合＞
○　財務諸表（１年分）
　・事業譲渡手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・事業譲渡手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している事業
譲渡前の関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

事業譲渡②
無資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級が変わる場合

H社 H社 H社の変更申請

事業譲渡③
有資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級は変わらず、住所・商号又は名称
等に変更がある場合

H社 G社、H社 H社の変更申請

事業譲渡④
有資格のG社の事業が有資格のＨ社に事業譲渡
され、Ｈ社の等級は変わらず、住所・商号又は名称
等にも変更がない場合

ー G社、H社 H社は申請不要 ー

有資格の個人事業主Ｋ商店が法人化し、J社とな
る場合（個人の代表者と法人成りした代表者が同
じ場合のみ対象）

J社、K商店 K商店
J社の新規申請
K商店の取消申請

〇　新規申請時の必要書類

有資格のM社が個人事業主L商店となる場合 M社、L商店 M社
L商店の新規申請
M社の取消申請

〇　新規申請時の必要書類

有資格のＯ社の法人格が変わる際に、住所、商号
又は名称、代表者氏名、競争参加を希望する地
域・営業所、希望する資格の種類（営業品目）以外
に変動がある場合

O社 O社

＜法人番号が変わる場合＞
　新法人O社の新規申請
　旧法人O社の取消申請

＜法人番号が変わらない場合＞
　O社の変更申請

＜法人番号が変わる場合＞
〇　新規申請時の必要書類
　
＜法人番号が変わらない場合＞
〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書

個人事業主が法人化する場
合（個人→法人）

法人が個人事業化する場合
（法人→個人）

その他の法人格の変動（①
公益法人⇔株式会社、②組
合⇔株式会社、③公益社団
法人⇔組合等）

事業譲渡

〇　変更申請時の必要書類
〇　履歴事項全部証明書
〇　事業譲渡契約書の写し

＜申請先の地方公共団体が変更申請時に財務諸表（選択変更必要書類）の提出を
求めている場合＞
〇　財務諸表（１年分）
　・事業譲渡手続きが終了している決算がある場合は当該決算にかかるもの。
　・事業譲渡手続きが終了している決算がない場合は、手続きが終了している事業
譲渡前の関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかるもの。

申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類 申請種別 必要書類

粕屋町（格付なし） 山梨県市町村総合事務組合（格付なし）

備考・論点

盛岡市 町田市

H社は申請不要
G社、H社双方とも資格者
でない場合は、変更が生じ
ても新たに資格者とはな
らないため申請不要

ー H社の新規申請 H社の新規申請
通常の新規申請の書類
事業譲渡契約書の写し

H社の変更申請【組織変更等】

①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【組織変更等】
②事業譲渡契約書（写）
③株主総会議事録（写）
④新規申請に伴う書類一式

H社は申請不要 ー H社の継続申請 H社は申請不要 ー H社の変更申請【組織変更等】

①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【組織変更等】
②事業譲渡契約書（写）
③株主総会議事録（写）
④譲渡に伴う許認可の変更書類
（写）

H社の変更申請

①競争入札参加資格審査申請書変更
届
②事業譲渡契約書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）
④商号・住所・印鑑に変更が生じる場
合は印鑑証明書

H社の変更申請
通常の変更申請の書類
企業再編等現況届

H社の変更申請
通常の変更申請の書類
事業譲渡契約書の写し

H社の変更申請【組織変更等】

①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【組織変更等】
②事業譲渡契約書（写）
③株主総会議事録（写）
④譲渡に伴う許認可の変更書類
（写）

G社が持つ資格に関連す
る事業が事業譲渡される
場合、G社が存続する場合
はG社またはH社からの変
更申請、G社がもつ全ての
事業をH社が事業譲渡さ
れる場合はH社の変更申
請

①競争入札参加資格審査申請書変更
届
②事業譲渡契約書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）(写）
④商号・住所・印鑑に変更が生じる場
合は印鑑証明書

H社は申請不要 ー H社は申請不要 ー H社の変更申請【組織変更等】

①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【組織変更等】
②事業譲渡契約書（写）
③株主総会議事録（写）
④譲渡に伴う許認可の変更書類
（写）

ー

J社の新規申請 通常の新規申請の書類

K商店の変更申請又は
J社の新規申請（決算月を変更す
る場合は、新規申請）
K商店の取消申請（新規申請の場
合）

K商店は通常の変更申請の書類
又はJ社の通常の新規申請の書類

J社の新規申請
K商店の廃業届

通常の新規申請の書類 J社の変更申請【組織変更等】
①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【組織変更等】
②新規申請に伴う書類一式

個人事業主が法人成りした場合の法人成り前の個人事業主と
しての納税証明書の提出の必要性についてどのように考える
か。

L商店の新規申請 通常の新規申請の書類

＜決算月を変更しない場合＞
L商店の変更申請
＜決算月を変更する場合＞
L商店の新規申請
M社の取消申請（新規申請の場
合）

＜決算月を変更しない場合＞
通常の変更申請の書類
＜決算月を変更する場合＞
通常の新規申請の書類

L商店の新規申請
M社の廃業届

通常の新規申請の書類 L商店の変更申請【組織変更等】

①入札参加資格審査申請内容変更
申請書【取下げ申請】
②解散登記又は清算結了登記（写）
③許可等廃止届（写）

構成員の多くは、「解散登記」又は「清算結了登記」を求めてい
ないところ、「解散登記」又は「清算結了登記」（山梨県市町村総
合事務組合が設定）を求める必要性について、どのように考え
るか。

O社の変更申請 通常の変更申請の書類

＜法人番号が変わる場合＞
　新法人O社の新規申請
　旧法人O社の取消申請
＜法人番号が変わらない場合＞
　O社の変更申請

＜法人番号が変わる場合＞
通常の新規申請の書類
＜法人番号が変わらない場合＞
通常の変更申請の書類

O社の変更申請 通常の変更申請の書類 D社の変更申請【本社（店）情報】

①使用印鑑届
②印鑑証明書（写）
③登記事項証明書（履歴事項全部
証明書）（写）

ー

＜新規申請・継続申請の場合＞
企業再編等現況届
履歴事項全部証明書 〔正本〕
財務諸表
　・企業再編後手続きが終了している決算があ
る場合は当該決算にかかるもの。
　・企業再編後手続きが終了している決算がな
い場合は、手続きが終了している企業再編前の
関係各社の決算（申請時直前のもの）にかかる
もの。
納税証明書〔正本〕又は電子納税証明書（PDF
形式）を印刷したもの
事業譲渡契約書〔写し〕
事業譲渡内容（比率、対象業務等）を証明するも
の

「事業譲渡①」及び「事業譲渡②」の場合、構成員の多くは「納税
証明書」を求めていないところ、「納税証明書」（町田市が設定）
を求める必要性についてどのように考えるか。

格付の有無や格付の方法・公表の方法は、地方公共団体ごとに
異なることから、事業譲渡後に等級の変動があるかどうかは、
事業者にとって、必ずしも明らかでないものと考えられる。これ
を踏まえ、等級の変動の有無に関わらず、変更申請が必要な項
目に変更が生じた場合には、格付に関する項目・必要書類（財務
諸表等）を含めて、変更申請を求めることとすることが考えられ
るか。
　※この場合、事由の例については、等級の変動の有無を区別
しないものへと再構成するか。

「事業譲渡契約書」、「株主総会議事録」（山梨県市町村総合事務
組合が設定）、「事業譲渡内容（比率、対象業務等）を証明するも
の」（町田市が設定）はいずれも提出が必要か。事業譲渡契約書
のみで足りるか。

「譲渡に伴う許認可の変更書類」（山梨県市町村総合事務組合）
については、変更申請時の必要書類（選択必要書類）に含まれ
る。
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